
 

 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が与える経済へ 

の影響から国内産業を保護するために、数々の景気刺激・ 

支援策案がオーストラリア連邦議会にて承認されました。 

これらの支援策はオーストラリア国内に子会社を有する日 

系企業のみならずオーストラリアでＭ＆Ａ取引を検討して 

いる日系企業にも関連する事項となります。  
 

 

給与補助金「ジョブキーパー」 

連邦政府の給与補助金スキーム「ジョブキーパー」は、新型コロナウイルスの影

響を受けた企業、非営利団体、慈善団体を対象として、業務の継続や従業員へ

の給与支払いを支援するものです。600 万人の従業員に適用される見通しで

す。 

影響を受けた雇用主は、2020 年３月 30 日から最長６カ月間にわたり、対象と

なる従業員１人につき２週間ごとに 1,500 豪ドルを申請することが可能となりま

す。以下の基準に該当する企業がジョブキーパーの対象となります。 

▲総売上高が 10 億豪ドル未満で、ＧＳＴ売上高が 30％以上減少したと見込ま

れる 

▲総売上高が 10 億豪ドル以上で、ＧＳＴ売上高が 50％以上減少したと見込ま

れる 

▲個人、個人事業主、非営利団体に関する他の要件を満たしている 
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即時償却可能となる減価償却資産の資産額上限を 15 万豪ドルへ引き上げ 

年間総売上高が５億豪ドル未満の企業について、2020 年３月 12 日から 2020 年６月 30 日までの間、

即時資産償却（IAWO：Instant Asset Write-Off）の対象となる減価償却資産額の上限が引き上げられ、１

資産当たり 15 万豪ドルまでの資産について即時償却が可能となります（これ以前は年間総売上高が 

5,000 万豪ドル未満の企業が対象で、１資産当たり３万豪ドルまでの資産でした）。  

この償却が認められるのは、1997 年連邦所得税法（ITAA97）第 40 条に基づく償却対象資産です。ITAA 

97 第 43 条に基づいて償却可能となる建物およびそれに付随する施設等など、つまり第 40 条の対象とな

らない資産については適用されません。 

減価償却資産とは、耐用年数が決められていて、使用によりその資産価値が減少すると合理的に推定でき

る資産のことです。減価償却が可能となる資産には、一般的に、コンピューター、電動工具、家具、自動車

などが含まれます。 

一方、以下の資産については一般に適用されません 

 ▲土地および在庫品 

 ▲大半の無形資産 

 

民間投資支援（ＢＢＩ：Backing BusinessInvestment）― 初年度に資産取得原

価の 50％償却 

企業投資と経済成長を短期間で促進する措置として、対象となる企業が有する該当資産の減価償却控除

を加速する 15 カ月間のインセンティブ制度が導入されました。 

ＢＢＩ措置により、ITAA 97 第 40 条で償却可能であり、かつ新規に取得された資産（工場、設備、特定の無

形資産等）の取得原価の 50％について、即時償却が認められます。 

新規に取得された資産の取得原価のうち残り５０％部分については、現行の償却ルールに基づいてその耐

用年数にわたり適用されます。したがって、同措置が適用される資産については、取得原価の 50％の即時

償却に加え、第 40 条に基づいて残り 50％について計算された減価償却控除も同課税年度内に認められ

ることになります。 

この加速償却措置の対象となる資産は、ＢＢＩ措置の発表（2020 年３月 12 日）後に取得され、かつ 2021 

年６月 30 日までに課税対象の目的で最初に使用された、または使用するために設置されたものに限りま

す。この加速償却控除は、資産が最初に使用または設置された年に適用されます。 

なお、この措置には例外が複数あることから、その適用を検討する場合には、専門家からアドバイスを受け

ることをお勧めします。 

 

売上高が 5,000 万豪ドル未満の雇用主のキャッシュフローを支援 

総売上高が 5,000 万豪ドル未満で、従業員のいる中小企業および特定の非営利団体（ＮＦＰ）に対して２

万～10 万豪ドルの助成金が非課税で給付されます（2020 年３月 12 日に発表されたキャッシュフローブ

ースト法案に基づく）。 

この措置における給付を受けるためには特別な申請は必要なく、該当する企業が対象期間におけるアクテ

ィビティステートメントを提出することで、オーストラリア国税庁（ＡＴＯ）によりキャッシュフローブーストが自動

的に適用されます。 
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ＡＴＯの継続的なガイダンス 

ＡＴＯは、大企業、中小企業、そして個人に対し積極的な支援を提供しており、多数のＦＡＱ（よくある質問）に

ついて公開したうえで継続的に更新しています。 

 

デューデリジェンスの考慮事項 
ＡＴＯは、今回の景気刺激策の適用を受ける納税者に対してレビューを行うことを発表しています。今後オー

ストラリアで買収を検討する場合は、買収の対象企業による一連の景気刺激策における給付金の申請、享

受状況についても税務デューデリジェンスを行い、景気刺激策の基準と齟齬がないこと、および申請内容が

正確であること等を確認する必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 

 
EY ジャパン･ビジネス･サービス 税務リーダー 

キーガン ショーン 

Tel: (02) 9276 9172 
Email: sean.keegan@au.ey.com 
 
EY トランザクション・タックスチームのパートナーで 15年の経験を有する。海外M&A、

税務ストラクチャリング、ダイベストメントなどを専門とする。 

 

 

E Y ジャパン･ビジネス･サービス 税務ディレクター 

渡辺 登二 

Tel: (02) 9248 4771 
Email: toni.watanabe@au.ey.com 
                       

日本国外への投資スキームのストラクチャリング、デューデリジェンス、買収後のインテ

グレーション業務、税務調査対応に 20 年の経験を有する。 

 

 

 

 

 

 

※本稿は 2020 年 5 月に執筆されたものです。出版時の時点で適用される一般的な情報を提供する目的で作成されて

おり、法的助言を行うものではありません。本稿の内容に関連する事項については、正式な法的助言を別途受けた上で

判断される必要があります。 
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